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ヤスクニ・レポ 162 

国会と政党の今を問う 

代表 西川重則 

 

１ 
第二次安倍晋三内閣が 2012 年 12 月 26 日(水)に発

足して三カ月になろうとしている。マスコミ報道によ

れば、安倍内閣の評判は上がり続けている。ある新聞

では 70 パーセントを超えているそうである。 
言うまでもなく、人気は根本的には主権者・有権者

が作りだすものである。その反対の顕著な事実は、社

民党である。現在衆議院では社民党議員はふたりしか

いない。傍聴を続けている私にとって、その現実を知

るにつけ、残念でならない。本会議の代表質問や委員

会の質問は政党にとって非常に重要な発言である。内

閣ないし与党の答弁ないし発言を本会議や委員会で

批判することは、単に本会議や委員会に参加している

各党の議員に、問題点を知らせるだけでなく、ＮＨＫ

の全国報道がある場合には、全国の主権者・有権者に

知らせることを意味しており、非常に重要な反論の場

である。今まで社民党はそれが可能であり、私にとっ

てはすばらしい内容の質問であり批判であった。 
憲法に基づく質問を力いっぱいしていた社民党議

員であり、少数とは言え、発言する権利を持っていた

ので、私は心から期待しながら傍聴席から社民党議員

のすばらしい発言の時を待っていたものである。 
ところが、去る衆議院選挙の結果、発言権を奪われ

たと言うべきか、私の心からの期待の時は来ることの

ない現状である。どうすべきであろうかと国会から帰

宅しながら、社民党の発言権の回復の時を心から待ち

望んでいる私である。 
そこで今回は、大変地味な報告であるが、日本の国

会、その国会を構成する政党をめぐる問題を考えてみ

たいと思っている。 
実は、つい先だっての 2 月 23 日(土)、キリスト者

遺族の会と日本キリスト教婦人矯風会とが主催で

「『二・二六事件』と私たちの課題」と題して講演し、

戦前・戦中の政党の問題と戦後の政党との類似してい

ることについてご一緒に学び合い、多くの人が参加し

て下さり、大変有意義だったと感謝している。以下、

若干ここで重要な問題、課題について率直に報告した

いと思っている。 
1936 年の〈二・二六事件〉とは、当時陸軍は皇道

派と統制派の二つの派閥から成り立っていたのであ

り、皇道派が天皇の親政を要望し、いわゆるクーデタ

ーを起こし、政党の要人を殺害し、永田町一帯を占拠

した事件である。しかし、皇道派のクーデターは、「昭

和天皇」が許さなかったことから、皇道派の青年将校

は極刑に処せられた。その結果、統制派の軍人たちが

世論をリードすることになり、アジアに対する侵略・

加害の歴史は本格化し、軍人の支配する戦争体制を作

り出し、政党はもちろんのこと、すべての民衆が戦争

を当然視する天皇制教育の下、敗戦まで挙国一致の国

づくりを強いられ、侵略戦争を進めていった。 
先に述べたように、日本の場合、遠い遠い重慶まで

もの戦争を続けながら、歴史の事実を全面的に否定

し、天皇制・国家神道体制の強化・発展を当然と考え

ることによって、軍事費を始め戦争に必要な物的・人

的用件を整えていった。 
 
当時の日本人は、戦争は聖なる戦争であり、正しい

戦争であり、侵略戦争ではなく自衛戦争であると、何

の疑いもなく信じ込まされ、そうした考えに反対する

議員は議員を除名された。1940 年 2 月 2 日、民政党

議員であり、その日の衆議院本会議で、戦争政策を批

判し反軍演説をした斎藤隆夫議員である。「なぜ戦争

を続けるのか」と侵略戦争を止めるよう問い正したの

である。戦前・戦中にあって代表的な政党は政友会、

民政党その他であったが、1940 年以後すべての政党が

解党するような状態での質問であった。 
 
２ 
1940 年は、戦前・戦中にあって、最も重大な日本

の歴史の転機となったが、政党の解党の年でもあっ

た。「大政翼賛会」の発会式(1940・10・12)が行なわ

れ、その直後に「大日本産業報国会」が創立されてい



 

 

る(1940・11・23)。「産業報国会」は、労働組合の解

体を始め民衆の自由な組織はすべて「産業報国会」に

組みこまれ、ただひたすら天皇の国のため、お国のた

めに役立つ滅私奉公の日本人であり、政府は侵略戦

争・加害の歴史を強いた時代であった。 
そのような一切の自由が奪われた日本にあって、当

然のように日々を歩まざるを得ない状態を強いたの

は、先に述べた陸軍を始めとする軍人社会にあって、

国家総動員法(1938・4・1 公布)によると言ってよい。

すべての日本人の戦争参加の体制があらゆる領域に

浸透するに至ったからであり、それ以外の道はなかっ

たのである。 
それでは、戦後６８年の日本の国会、政党の現状は

どうであろうか。率直に言えば、先に述べた戦時中の

国会、政党と根本的に変わるところはないと、私は思

っている。とくに安倍晋三内閣にあって、戦争に道を

開く戦争法とも言うべき悪法が次々に準備され、国会

に提出され、成立が当然といった状態が見られる現状

である。 
そもそも国会とは何か、政党とは何か。改めて根本

的に問い直したい。日本国憲法第４１条「国会は、国

権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」。

その国会に所属するすべての国会議員は、「この憲法

を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記されている(憲法

第９９条参照)。つまり、自民党が結成された時、党の

基本方針とした「現行憲法の自主的改正」そのものが

問題視されてよいのではないか。第４１条の「国会」

は「唯一の立法機関である」と記されており、国会議

員は、日本国憲法に基づいて設置された国会におい

て、法律を成立させるのであり、その国会議員は憲法

に違反しない法律を成立させるために、日本国憲法を

尊重・擁護する義務を負っていることを、今こそ確認

すべきではないか。 
一方、「憲法改正」(第９６条)が条文としてあるこ

とは自明である。しかし、憲法改正前に、解釈改憲に

よって事実上、実質的な条文の改憲をし、合憲と見な

すことはできない。法律が「この憲法」の下位にある

ことは自明であり、極めて重要な事柄である(日本国憲

法第７３条第６項、参照)。 
少数政党の社民党が国会で質問し、発言してきた憲

法に基づく内容は極めて重要であり、社民党が少数政

党になった要因は、むしろ多くの主権者・有権者が日

本国憲法の本質に習熟していない、いわゆる悪しき多

数派の論理による結果であることを記し、終わりた

い。〈３・１１〉の悼み、悲しみを心に刻みつつ(2013・
3・11)。 

 

２０１３年２月１５日例会奨励 ヨハネの福音書１章１～１４節「ことばは肉となって」 

柴田 智悦牧師（日本同盟基督教団横浜上野町教会） 

  ヨハネの福音書の冒頭において私たちは、いの

ちと光に満たされ、御使いたちとともに鷲のように

翼を駆って天を駆け巡り主を賛美します。ところが、

そのことばであり神ご自身であられるお方が、ちり

から造られ血と肉をもち死ぬべき人間となってこの

地上にお生まれになりました(ヨハネ 1:14,ピリピ

2:6-8)。神である主は、私たちから離れた時間や空間

の中におられることをやめられ、肉となりイエス様

となって人としてこの世で具体的な生活をされまし

た。ですから私たちは、日常生活のなかにおいてこ

そ生きておられる主と出会う事ができます。そして、

イエス様が生きておられる教会はイエス様がされた

ように、最も小さな者たちの一人にした愛のわざに

よってあかしされるのです(マタイ 25:35-40)。この

世にあって信仰を守り社会の不正を正すための、あ

る意味肉的な働きこそが、イエス様において肉とな

られた主と私たちとが出会うことのできる場なので

す。従って、イエス様がこの世と関わっておられた

ように、教会もこの社会に対して責任があります。

ただ密室に閉じこもって祈るだけではなく、祈りに

よって示されて積極的にこの世と関わり、この世に

対して救い主を指し示し、とりなし、正し、きよめ

て行く働きが望まれています(マタイ 6:14,7:12)。そ

して、イエス様においてことばが肉となったのです

から、恵みとまこととは私たちがそれを意識しよう

としまいとこの肉の世界に満ちています。そのよう

なみ言葉の実践が教会のなして来たわざであり、「こ

とばは人となって、私たちの間に住まわれた」「こ

の方は恵みとまことに満ちておられた。」と、教会

の歴史の中で報告されています。そこに私たちは、

父のみもとから来られたひとり子としての、この方

の栄光を見るのです。そのとき天の父も「わたしは

あなたを喜ぶ」とおっしゃったのです。私たちが教

会のみわざである伝道と社会的責任を果たし、それ

を報告しているとき、天の父も私たちにその働きの

ためにご聖霊を注がれたことを証ししてくださり、

み子イエス様の御からだなる教会がこの肉の世にお

いてなした御わざを喜んでくださっています。その

ことに励まされて、私たちもイエス様の恵みとまこ

とになお満たしていただきたいと願わされます。


